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●
対
象
者　

�

満
１
歳
か
ら
年
度
末

４
歳
到
達
の
子
ど
も

●
料　
金　
１
０
０
円

● 

持
参
物　
す
で
に
お
送
り
し
ま

し
た
フ
ッ
素
塗
布
券
（
複
写
の

も
の
）、
フ
ッ
素
塗
布
カ
ー
ド

（
ピ
ン
ク
色
）、
母
子
手
帳

※ 
今
年
度
、
新
た
に
１
歳
児
に
な

る
お
子
さ
ん
に
は
、『
も
う
す

ぐ
１
歳
児
健
診
』
に
て
配
布
し

て
い
ま
す
。

※ 

阿
蘇
市
に
転
入
さ
れ
た
方
で
フ

ッ
素
塗
布
券
を
受
領
し
て
い
な

い
方
は
、
一
の
宮
保
健
セ
ン
タ

ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

フ
ッ
素
塗
布
券
の
利
用
と
８
０
２
０
健
診

●
一
の
宮
保
健
セ
ン
タ
ー　
☎
２
２
‐
５
０
８
８

お
子
さ
ん
の
む
し
歯
予
防
に

フ
ッ
素
塗
布
券
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

● 

対
象
者　
満
80
歳
以
上
で
自

分
の
歯
が
20
本
以
上
あ
る
人

●
料　
金　
無
料

● 

健
診
期
間　
５
月
19
日
月
～

５
月
30
日
金
ま
で
（
土
日
は

除
く
）

※ 

８
０
２
０
達
成
者
に
は
、
阿

蘇
郡
市
歯
科
医
師
会
か
ら
賞

状
及
び
記
念
品
、
阿
蘇
市
か

ら
８
０
２
０
認
定
証
を
お
贈

り
し
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
受

診
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

８
０
２
０
健
診
を

受
診
し
ま
し
ょ
う

医療機関名（電話番号） 医療機関名（電話番号）
田代歯科医院 ☎３４－１７７１ 宇治歯科医院 ☎２２－０２１４

市原歯科クリニック ☎３２－３８２８ そのだ歯科医院 ☎３２－１４１８
武藤歯科医院　 ☎３２－００２７ たかもり歯科医院（※） ☎２２－５５８８
安光歯科医院 ☎３４－０６０３ 阿蘇温泉病院 ☎３２－０８８１

佐藤歯科クリニック ☎２２－５１３１ 波野診療所 ☎２４－２２０３

（※）フッ素塗布のみ。● フ ッ 素 塗 布・8020 健 診 実 施 医 療 機 関 一 覧

　「80 歳になっても 20
本以上自分の歯を保と
う」という運動です。
20 本以上の歯があれ
ば、食生活にほぼ満足
することができると言
われています。

（引用：日本歯科医師会 HP）

フッ素塗布で

強い歯を！

8020 運動とは？

　
蘇
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
の
方
（
※
年
齢
15
歳
以
上
）

は
年
間
20
枚
（
４
月
か
ら
３
月
ま
で
の
間
、

１
回
の
申
請
で
10
枚
）
の
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー

ジ
指
圧
・
は
り
・
き
ゅ
う
施
設
利
用
者
証
の

交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
１
回
の
施
術
で
１
枚
提
出
し
て
い
た
だ
く

と
１
０
０
０
円
の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

必
要
な
方
は
、
市
役
所
又
は
各
支
所
に
て
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

国
保
資
格
喪
失
後
（
75
歳
到
達
・
他
保
険

加
入
、
転
出
な
ど
）
の
施
術
に
つ
い
て
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
交
付
枚
数

を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※ 

施
設
利
用
者
証
は
本
人
以
外
利
用
で
き
ま

せ
ん
。（
家
族
で
あ
っ
て
も
譲
渡
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
）

※ 

１
回
の
施
術
に
つ
き
１
枚
の
み
利
用
で
き

ま
す
。

※ 

指
定
施
術
所
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の　
保
険
証
・
印
鑑

阿 国
保
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
へ

は
り
・
き
ゅ
う
券

助
成
の
ご
案
内

●
ほ
け
ん
課 

国
保
・
年
金
係

　
☎
２
２
‐
３
１
４
５



　
月
１
日
は
、
人

権
擁
護
委
員
法

が
施
行
さ
れ
た
日
で

す
。

　
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
、
毎
年
６

月
１
日
を
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
と
定
め
、

こ
の
日
を
中
心
と
し
て

特
設
の
人
権
相
談
所
を
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CITY INFORMATION 市 役 所からのお知らせ

身
近
な
道
路
・
河
川
を
皆
さ
ん
の
手
で
美
し
く
！

「
道
路
河
川
環
境
美
化
コ
ン
ク
ー
ル
」

●
建
設
課 

管
理
係　
☎
２
２
‐
３
１
８
７

市
● 実施対象　 地域生活に密着したすべての道

路・河川・水路（延長２０㍍ま
たは面積５０平方㍍以上）

● 実施内容　花などの植栽による環境美化活動等
● 参加資格　 ボランティアによる各種団体（任

意の団体でも参加できます。）
● 参加締切　６月６日金　午後 5 時まで
● 審　　査　 ７月から９月上旬にかけて管理

状況・見栄えなどの審査を行い
ます。

● 表　　彰　▶最優秀賞（１点）賞金 50,000 円

　　　　　　▶優秀賞（２点）　賞金 20,000 円

　　　　　　▶佳　作（５点）　賞金 10,000 円

※ 入賞者には、直接通知するとともに「広報
あそ」で紹介します。

● そ の 他　 事故などの責任及び参加に関する
　 全ての費用は、参加者の負担とします。また、

花などの種子・苗代については、一部助成
があります。

　
で
は
、
道
路
・
河
川
の
環
境
美
化
や
住
民
の

憩
い
の
場
づ
く
り
を
推
進
し
て
お
り
、
そ
の

一
環
と
し
て
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。
日
頃
か

ら
美
化
活
動
を
行
わ
れ
て
い
る
団
体
の
皆
さ
ん
は
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

申し込み、お問い合わせは建設課管理係まで

人
権
擁
護
委
員
の
日
を
ご
存
知
で
す
か

６

●
人
権
啓
発
課　
☎
２
２
‐
３
２
０
６

氏名 行政区
鎌倉　善光 狩尾 3 区
佐藤　和夫 西 町
佐伯　省五 山 田
家入　絹代 内牧 2 区
和田　七男 北 2 区
池部　眞智子 西 2 区
坂梨　征子 桜 町
園田　みよ 西 下 原
岩瀬　國興 横 堀

● 阿蘇市人権擁護委員

開
設
す
る
な
ど
、
一
層

の
人
権
尊
重
思
想
の
啓

発
に
努
め
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　
市
長
か
ら
の
推
薦
に

よ
り
、
法
務
大
臣
か
ら

委
嘱
を
受
け
た
阿
蘇
市

人
権
擁
護
委
員
は
左
記

の
方
々
で
す
。



マイナンバー
個人情報とスケジュール
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知っ
て
納得
！

社 会 保 障・ 税 番 号 制 度

　いよいよ準備段階に入る社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー）。先月の「広報あそ」では、おおまかな内容
をお伝えしました。今月号では、個人情報の取り扱いと
これからのスケジュールについてお伝えします。

（政省令などの整備、システムの改修）

H27.10 ～　マイナンバーの付番・市民への通知 ( ※ 1)

H29.1 ～　マイ・ポータルの運用開始 ( ※ 3)

H28.1 ～　マイナンバーの利用開始

H26

H27

H28

H29

※１ 全国民に、個人番号（マ
イナンバー）が記載さ
れた『通知カード』が
郵送されます。

※２ 個人を証明する「個人
番号カード」発行には、
窓口での手続きが必要
です。

※ 3 個人情報の提供履歴や
行政からのお知らせを
表示できる情報提供等
記録開示システムのこ
とです。

導入スケジュール

個
人
情
報
の
取
り
扱
い

個
人
情
報
は

一
元
管
理
さ
れ
ま
せ
ん

　
こ
の
制
度
で
、
皆
さ
ん
が
一
番
心

配
し
て
い
る
の
は
「
個
人
情
報
の
取

り
扱
い
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
制
度
の
大
き
な
特
徴
は
、『
個

人
番
号
を
付
番
し
、
複
数
の
機
関
と

の
間
で
情
報
連
携
を
容
易
に
で
き
る

よ
う
に
す
る
も
の
』
で
あ
り
、
新
た

に
個
人
情
報
を
取
得
し
て
、
特
定
の

機
関
が
集
約
し
一
元
管
理
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
従
来
ど
お
り
、
個
人
情
報
は
各
行

政
機
関
な
ど
が
保
有
し
、
個
人
情
報

が
必
要
に
な
っ
た
と
き
の
み
、
法
律

に
基
づ
き
情
報
の
照
会
・
提
供
を
行

う
「
分
散
管
理
」
の
方
法
が
と
ら
れ

ま
す
。（
左
イ
メ
ー
ジ
参
照
）

　
ま
た
、
希
望
者
に
発
行
す
る
「
個

人
番
号
カ
ー
ド
」
に
は
、
税
情
報
や

年
金
給
付
情
報
な
ど
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
性
の
高
い
個
人
情
報
は
記
録
さ

れ
ま
せ
ん
。

　
個
人
情
報
の
適
正
な
取
り
扱
い
を

確
保
す
る
た
め
に
、
国
は
有
識
者
な

ど
で
組
織
す
る
「
特
定
個
人
情
報
保

護
委
員
会
」
を
設
置
し
、
法
令
違
反

に
対
す
る
勧
告
や
指
導
、
助
言
な
ど

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

都道府県

健康保険組合

日本年金機構

市町村

独立行政法人

ハローワーク

情報の
集約・管理

一元管理

都道府県

健康保険組合

日本年金機構

市町村

独立行政法人

ハローワーク

分散管理

地方税情報

照会提供

個人情報管理のイメージ

※ 日本年金機構が地方税情報の提供を求めた場合の例

個人番号カード発行受付開始 ( ※ 2)

NEXT　＞＞　次号は「個人番号カード」についてお知らせします。


